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平成２６年度  宇都宮市子ども・子育て会議（第７回教育・保育部会） 議事録 

 

１．日 時   平成２７年２月１０日（火） 午後３時３０分～午後４時３５分 

 

２．場 所   宇都宮市役所 １４大会議室 

 

３．議事等   ・ 「（仮称）宇都宮市子ども・子育て支援事業計画」のパブリックコメントの

結果等について 

・ 特定教育・保育施設等の確認・利用定員について 

・ 利用者負担額（国基準額）の一部変更について（報告事項） 

 

４．出席者 

  【委  員】加藤邦子部会長，岡地和男職務代理者，福田清美委員，佐々木佳子委員， 

今井政範委員，石川英子委員，國吉眞理子委員，今井恭男委員，大橋純子委員 

 

  【事 務 局】〔子ども部〕  髙橋部長，中里次長 

        〔子ども未来課〕緒方課長，篠﨑課長補佐，髙橋主任 

〔子ども家庭課〕大久保課長 

〔保育課〕   大根田課長，松島副主幹，有馬係長，藤江係長 

髙桑係長，鈴木主任，渡邉主任主事，髙橋主事 

〔子ども発達センター〕谷田部所長 

〔生涯学習課〕 吉澤課長補佐 

 

 

５．公開・非公開の別  公開 

 

６．傍聴者数  なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

発言者 内            容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部会長 

 

委員 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

委員 

 

 

 

事務局 

 

 

委員 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

１ 開会 

会議の公開について決定 

 

 

２ 議事 

⑴ 「（仮称）宇都宮市子ども・子育て支援事業計画」のパブリック

コメントの結果等について 

 

（事務局説明） 

 

質問・意見はあるか。 

 

計画に盛り込むものとした「支援者の活用（有償ボランティアの活

用）」という意見と，今回，記載事項に修正を加えた文言との整合が

理解できない。「支援者の活用（有償ボランティアの活用）」という趣

旨が，どのように組み込まれているのか。 

 

「支援者の活用（有償ボランティアの活用）」という表現について，

市としては，「有資格者以外の人材の活用」というご意見をいただい

たものとして捉え，計画案に反映させている。 

 

市としての捉え方は理解できるが，今回修正を加えた文章は適切か。

意見者がこの文章を読んで，自身の意見が反映されたものと認識でき

るか。 

 

確かに分かりにくい部分があるため，いただいた意見を市がどのよう

に捉えたか，きちんと伝わるよう記載ぶりを検討したい。 

 

市としての捉え方が，もう少し市民に分かりやすいものとなるよう表

現を工夫していただきたい。 

 

「保育従事者」という表現に「支援者（有償ボランティア）」が包含

されているが，「保育従事者」の定義が分かりにくく，ここに補足説

明を加えると，分かりやすくなるのではないか。また，本項の表題が

「⑹保育士確保策の推進」とあるため，「保育従事者」＝「保育士」

と誤解を招きかねない。 
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事務局 

 

 

 

 

部会長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

委員 

 

 

 

部会長 

 

 

事務局 

 

委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

資格を有していない人材についても，「子育て支援員」の研修を受講

し，保育業務に従事することで，保育士へステップアップしていける

ような仕組みもあるため，「⑹保育士確保策の推進」に記載したとこ

ろである。 

 

「⑹保育士確保策の推進」により人材を確保してから，確保された人

材に対する研修等により，「⑸教育・保育の質の確保・向上」を図っ

ていくという流れで，計画書を記載していくと意見者の意図が汲み取

られたものとして分かりやすくなると考えるが，⑸と⑹の記載順序を

逆にすることはできないか。 

 

検討させていただきたい。 

 

意見者はそもそも，どういう人材を想定し，「支援者の活用（有償ボ

ランティアの活用）」という意見を出したのだろうか。 

 

市の捉え方は先ほどの説明の通りであるが，この意見は箇条書きで書

かれており，市で文章の趣旨を最大限，読み取ったつもりである。 

 

「⑹保育士確保策の推進」における修正後の文章だけを見ると，地域

型保育事業で従事する人材に対する質の向上と読み取れ，「支援者の

活用（有償ボランティアの活用）」とは読み取れないのではないか。 

 

それでは，「⑹保育士確保策の推進」の最終部分ではなく，「⑸教育・

保育の質の確保・向上」の最終部分に意見を反映させてはいかがか。 

 

委員の皆様のご意見を踏まえ，検討させていただきたい。 

 

保育短時間の時間設定について，各施設等で何時から何時までという

形で設定して欲しいと市から指示を受けているが，個人ごとに設定す

ることは差し支えないか。 

 

市としては，各施設等で１つの時間帯の設定を基本としているが，個

人ごとに設定するなど柔軟な対応を行うことは差し支えない。しか

し，この場合には，公的支援で賄い切れない人件費等が発生し，財政

的に不安定になりかねない可能性があることには，十分留意いただき

たい。 
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委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

委員 

 

 

 

事務局 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

委員 

 

事務局 

 

部会長 

 

部会員 

 

 

 

 

 

 

部会長 

国でも，短時間の時間設定は各施設等で１つの時間帯が基本と言って

いる。しかし，施設等の延長保育料の設定状況によっては，（短時間

保育料＋延長保育料）が，標準時間保育料を上回るケースもあり得る。 

 

短時間の設定時間帯等は，施設等の情報として，あらかじめ公表され

ることとなっており，利用者が施設等を選択できる仕組みとなってい

る。 

 

利用者が検討するエリアによっては，自身の勤務状況等にフィットし

た短時間設定を行う施設等が存在しない場合も考えられることを留

意いただきたい。 

 

貴重な意見として受け止める。 

 

公立保育所の位置づけについて，前回の会議における委員の意見を反

映し，修正が加えられている。現行の供給体制を「維持」することが

必要なのは当然であるが，この先数年間，３号認定子どもの供給が不

足する実態を踏まえ，現行の体制からの「拡大」という考えはないの

か。地域型保育事業による供給体制の確保ばかりでなく，公立保育所

での対応も検討していただきたい。 

 

公立保育所は，現行でも定員を超えた弾力運用による受入れを行って

おり，このような柔軟な対応を含め，「維持」していくという趣旨で

ある。 

 

「数字の維持」でなく，「体制の維持」という理解でよいか。 

 

お見込みの通りである。 

 

事務局案で異議はないか。 

 

異議なし。 

 

 

⑵ 特定教育・保育施設等の確認・利用定員について 

 

（事務局説明） 

 

質問・意見はあるか。 
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委員 

 

事務局 

 

 

 

委員 

 

部会長 

 

事務局 

 

委員 

 

部会長 

 

部会員 

 

 

 

 

 

 

 

部会長 

 

部会員 

 

 

 

部会長 

資料に数値だけを示されても，協議のポイントがよく分からない。 

 

これは，条例に即した内容となっているかどうかの手続きであり，実

情をよく知っている委員の皆様に広くチェックをしていただき，ご意

見をいただきたいという趣旨である。 

 

現状値など，何か比較対称となる数値があると協議しやすい。 

 

各施設・事業者の意向を尊重しているものか。 

 

お見込みの通りである。 

 

市で十分に検討したものであり，問題ないものと考える。 

 

事務局案で異議はないか。 

 

異議なし。 

 

 

３ その他 

・ 利用者負担額（国基準額）の一部変更について 

 

（事務局説明） 

 

質問・意見はあるか。 

 

特になし 

 

 

４ 閉会 

以上で，第７回教育・保育部会を終了する。 

 


